
 社会福祉法⼈ ちとせ交友会 ⽬⿊天空ちとせ保育園 重要事項説明書 

        



 法⼈概要 

 １）法⼈名         ： 社会福祉法⼈ ちとせ交友会 
 ２）法⼈本部所在地 ： 東京都千代⽥区⼆番町7番5号 
 3）  TEL            ： 03-3222-3250 
 4）  理事⻑         ： ⼭⼝ 哲史 
 5）  事業内容  

 ・保育園の経営 
 ・⼀時預かり事業の経営 
 ・地域⼦育て⽀援拠点事業の経営 
 ・放課後児童健全育成事業の経営 
 ・障がい児通所⽀援事業の経営 

 ⽬⿊天空ちとせ保育園の概要 

 １）住所  ：東京都⽬⿊区東⼭2丁⽬7-14          
 ２）電話  ：03-3792-5050 
 ３）ＦＡＸ  ：03-3792-5051 
 ４）最寄り駅  ：東急⽥園都市線 池尻⼤橋駅 徒歩7分 
 ５）運営主体  ：社会福祉法⼈ ちとせ交友会 
 ６）開設年⽉⽇  ：令和3年4⽉1⽇ 
 ７）定員  ：75名 ※0歳児は⽣後57⽇から 

        （0歳児6名、1歳児12名、2歳児12名、3歳児15名、4歳児15名、  5歳児15名） 
 ８）開園時間  ：7時15分〜20時15分（延⻑保育18時16分〜20時15分） 



 建物概要 ：⽊造 地上2階建 園舎延床⾯積493.54㎡ 
             （0歳児保育室21.18㎡、1歳児保育室40.56㎡、2歳児以上保育室113.91㎡ 

   調理室31.41㎡、⽊浴室13.41㎡、事務所14.28㎡) 

 施設概要  ： 
 ⽤途  部屋数  広さ 

 最低基 
 準 

 乳児室・  ２室  ６１．４７㎡ 
 ほふく室 
 保育室・ 

 ４室  １１３．９１㎡ 
 遊戯室 
 調理室  １室  ３１．４１㎡ 
 医務室  １室  ３．１０㎡ 
 便 所  ２室  ２１．８８㎡ 

 その他 

 調乳室  １室  ３．２６㎡ 
 屋外遊戯場  -  １９０．００㎡ 
 沐浴室  １室  １３．４１㎡ 
 事務室  １室  １４．２８㎡ 
 廊下・その他  ２３０．５５㎡ 

 合  計  １３室   ４９３．５４㎡ 



 職員体制 ： 

 ＊上記に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。 
 また、必要に応じて保育⼠、調理員、看護師を増員することができる。 

 ⼈数 
 分園⻑  １ 
 主任保育⼠  １ 
 保育⼠(フリー含む)  １１ 
 看護師  １ 
 給⾷職員  ３ 
 嘱託医(⼩児科)  １ 
 事務員  １ 



 1.  保育対象年齢 
 0歳児（⽣後57⽇）より、就学前迄 

 2.  保育時間（7:15 〜 20:15）13時間型 
 ・標準保育時間：7:15 〜 18:15 
 ・保育短時間 ：9:00 〜 17:00 
 ・延⻑保育時間：18:16 〜 20:15 
 ・延⻑保育は⽉額１時間型（18:16〜19:15）、⽉額２時間型(18:16〜20:15)、      

 ⽇額延⻑（1時間単位）があります。 
 ・延⻑保育の定員は２７名です。 
 ・延⻑保育は申込者のみの利⽤となります。また、経費の⼀部を保護者に負担していただ 
 きます。 

 ・休園⽇：⽇曜⽇、祝祭⽇、年末年始（12⽉29⽇〜31⽇、1⽉1⽇〜3⽇） 

 3.  保育料等 
 保護者の所得に応じて⽬⿊区が定めます。区へ納⼊してください。また、延⻑保育料⾦ 

 など園に納める料⾦は、「enpay」というLINEを⽤いたキャッシュレス決済サービスを通 
 じて請求させていただきます。システムで時刻管理をしていますので、１分を過ぎても延 
 ⻑利⽤となります。ご注意ください。 

    （延⻑保育料⾦） 
 ●保育標準時間（7:15〜18:15）認定の⽅  

 18:15を過ぎた場合、時間に応じて下記の延⻑料⾦がかかります。 
 ・⽉額利⽤：１時間利⽤：  5,000円（補⾷付き） 

             2時間利⽤：13,000円（⼣⾷付き） 
 ・⽇額利⽤：１時間利⽤：  500円（補⾷付き） 

             2時間利⽤： 1,300円（⼣⾷付き） 
 ●保育短時間（9:00〜17:00）認定の⽅ 

 上記時間帯を超えた登降園となった場合、１時間あたり500円の延⻑料⾦が 
 かかります。⽇額利⽤のみ、補⾷・⼣⾷の提供はありません。 

     延⻑保育（保育標準時間認定の場合）の⽇額利⽤について、補⾷・⼣⾷の準備の関係で 
 締め切り時間を下記の通りとさせて頂きます。 

 1時間利⽤(補⾷)：ご利⽤当⽇の1７:00まで 
 2時間利⽤(⼣⾷)：ご利⽤当⽇の１０:00まで 

 ※なお、上記時間を過ぎた場合の延⻑申し込みでもお⼦さまのお預かりはいたしますが、 
  補⾷・⼣⾷の提供は出来かねますので予めご了承願います。 
 ※延⻑保育のご利⽤には保護者様(ご両親とも)の就労証明書が必要です。ご利⽤の際は 

 園へご提出お願いします。 
 ※⽉額利⽤者で事前に早い時間のお迎えの連絡をいただいている場合は、補⾷・⼣⾷の 

 準備をしておりませんのでご承知おき願います。 



 4.  保育所の利⽤開始、及び終了に関する事項並びに利⽤にあたっての留意事項 
 (⼊所資格) 
  本園の⼊所資格は、児童福祉法第24条の規定により⽬⿊区が⾏う調整、及び要請に従 
 い、⼊所の承諾を受けた児童であることとします。 
 (退所理由) 
  次に該当したときは、退所して頂きます。 

 （1）  児童福祉法第24条による⼊所理由が解消したとき。 
 （2）  その他⽬⿊区と協議のうえ適当と認められたとき。 

 5.  保育内容 
 保育内容については、保育所保育指針（平成20年3⽉28⽇厚⽣労働省告⽰第141号）に 

 基づいて園で定めます。 

 6.  職員の職務内容 
 （1）  園⻑は、園の運営管理全般と職員の指揮監督、並びに職員間の業務調整、保育の質向 

 上のための指導、指導計画・⾏事計画・保健衛⽣に関する計画と指導、給⾷業務の監 
 督及び会計業務を統轄します。 

 （2）主任保育⼠は、それぞれの園の保育内容について園⻑を補佐します。 
 （３）保育⼠は、保育に従事し、その計画の⽴案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を⾏い 

      ます。保育環境の安全点検についても責任を持ちます。 
 （４）給⾷職員は、栄養管理業務と給⾷業務に従事し、園児に対する⾷育を⽀援します。 
 （５）看護師は、園児と保護者への健康⽀援、職員への保健指導、並びに地域の⼦育て相談 

      など保健活動を⾏うとともに、保育の補助も⾏います。 
 （６）嘱託医は、児童の健康診断等の業務を⾏い、園児並びに職員の相談、園の衛⽣管理に 

      関する助⾔指導を⾏います。 

 7.  給⾷ 
 （1）  ⼦どもに必要な栄養バランスを考えた献⽴による完全給⾷です。保育園の給⾷はご家 

 庭で⾷べたことのある⾷材での提供が基本となりますので、『保育園での給⾷につい 
 て【別紙１】』をお読みいただき、1〜5歳児クラスは『保育園で使⽤する主な⾷材リ 
 スト(1歳以上児向け)【別紙２】』、0歳児クラスは『離乳⾷進⾏表【別紙３a】』をご 
 提出ください。（離乳⾷進⾏表は、『離乳⾷進⾏表説明⽂【別紙3b】』をご参照くだ 
 さい）なお、０歳児クラスでは、中期離乳⾷（モグモグ期 概ね７，８か⽉児）から 
 の対応を基本としていますが、初期離乳⾷（ゴックン期 概ね５〜６か⽉児）をご希 
 望の⽅はお申し出ください。 

 （2）  アレルギーがある場合には、除去⾷または代替⾷により対応いたします。ただし、 
 ⾷物アレルギーの原因⾷品が多く、除去⾷または代替⾷では対応が難しい場合には、 
 家庭からお弁当を持参して頂く場合があります。⾷物アレルギーがある⽅は、医師の 
 診断書をもって、必ずお知らせ下さい。 
 ⾷物アレルギーをもつお⼦様の保護者様には、⽉に１度担任・栄養⼠との三者⾯談 
 をさせて頂いております。お⼦様の状態を共通理解し、安全で楽しい⾷事を提供す 

 るために、ご協⼒お願い致します。 
 （3）  遠⾜などの園⾏事の⽇は、お弁当を持参していただくことがあります。 
 （4）  宗教⾷についてご希望があればご相談ください。 



 8.  健康管理 
 園医による健康診断を定期的に⾏います。治療が必要な場合には、個別に連絡し治療を 

 お願いしております。他に⻭科検診等を実施します。 
     園医の先⽣は以下となります。 

 園 医：しあわせ⼦供クリニック ⼆瓶浩⼀先⽣ 
 〒153-0043 東京都⽬⿊区東⼭三丁⽬５－４ 東⼭ikビル1F 
 TEL 03-6452-2597 

 *0歳児 ⽉1回の健康診断 
 *1〜5歳児 年2回の健康診断 

 9.  与薬について 
     与薬は「医療⾏為」となりますので、保育園では原則として⾏うことができません。し 

 かしながら、保育時間内に薬の服⽤なしで健康な⽇常⽣活が過ごせないと医師が判断した 
 場合に限り、相談に応じ保護者の⽅に代わって保育園職員（看護師・保育⼠）が与薬を⾏ 
 わせていただきます（但し、医師から処⽅された薬のみ）。なお、薬をお預かりする際 
 に、保護者の⽅にご記⼊いただく書類がございます。 

     なお、与薬は平⽇のみとし、⼟曜保育の与薬はお受けできません。 

 10.  保育中の発病 
 保育中に発病した場合には、保護者に連絡をして帰宅や通院などの⽅法を決めさせてい 

 ただきます。園児の病状などに緊急事態が⽣じた場合（概ね体温３８℃以上／コロナ未終 
 息時は概ね３７．５以上）には、個⼈カードに記載されている緊急連絡先の優先順位順に 
 連絡を取り、対応を決めさせていただきます。保育園からの連絡が取れるようにお願いし 
 ます。連絡がつかない場合には、園の判断で医療機関などを受診させていただく場合があ 
 ります。 

 なお、以下の場合は原則として登園を⾒合わせて頂くようお願いします。 
 ・登園時において既に37.5℃以上ある場合 
 ・予防接種を受けた当⽇の登園 
 ・発熱や嘔吐後の翌⽇の登園 

 11.  感染症について 
 低年齢児が集団⽣活をしている保育園は、感染症が流⾏しやすい環境にあります。⼀ 

 ⽅、社会福祉施設は法令により学級閉鎖などの措置が取れません。このため、保育園とし 
 てもできる限りの対応を⾏いますが、感染症の拡⼤を最⼩限に抑えるためには保護者様の 
 ご理解とご協⼒が不可⽋です。 

 伝染性の病気にかかった場合には、学校保健法に準じて出席停⽌の指⽰に従っていただ 
 く必要があります。症状が回復し医師から登園の許可がおりると登園可能になり、登園の 
 際は、感染症の種類に応じて、医師による治癒証明書、または保護者に記⼊いただく登園 
 届を提出いただきます。(これらの⽤紙は保育園で準備しますのでお声かけ下さい。治癒証 
 明書はHPよりダウンロードが可能です。) 

 証明書の必要な病気については『感染症⼀覧』【別紙4】をご覧下さい。 



 12.  ご連絡を頂きたい内容 
 ・保育園を休む、登園が遅れる、送迎者に変更がある、延⻑保育未登録者で降園時間が予 

 定より遅れる（特に延⻑保育になる場合） 
 ・病気やけがで⼊院や⻑期⽋席をする場合 
 ・家庭の状況に変更があった時（住所、勤務先、連絡先、家族の移動など） 

 13.  送迎について 
 朝⼣の送迎は、保護者の責任でお願いします。保育園付近の道路は道幅が狭い為、登降 

 園時は⾞に⼗分ご注意ください。⾃転⾞で登園の場合は、⾃転⾞の乗り降りは園の敷地内 
 で⾏ってください。また、送迎時のみの駐輪とさせて頂きます。保育園⽞関前や登園道中 
 での⼤きな声による私語は近隣の⽅のご迷惑となりますので、ご配慮下さい。 

 ⾞での送迎は基本的に禁⽌とさせていただいておりますが、やむを得ず⾞で送迎となる 
 場合は、近隣のパーキングをご利⽤下さい。園の前などの駐停⾞は近隣の⽅々のご迷惑に 
 なりますので、絶対におやめ下さい。 

 保護者以外の⽅が送迎をされる場合は、事前に園までお知らせください。お迎えの⽅の 
 ⾝分証の提⽰など取り決めさせて頂きます。なお、お⼦さまの顔⾒知りでない⽅には送迎 
 を依頼しないようお願いいたします。 

 １４園からの連絡事項について 
 連絡事項につきましては、0〜2歳児クラスは連絡帳機能をもったシステム『キッズ 

 リー』を使⽤します(3〜5歳児は連絡帳は使わず、原則⼝頭連絡となります)。また、全ク 
 ラスで園だよりやお知らせなどをキッズリーで配信します。 
 また、登園降園時刻管理についてもシステム『キッズリー』を導⼊しておりますので、別 
 途ご案内します。 

 １５持ち物の記名について 
 ⾐類や持ち物には全て名前をお書き下さい。持ち主がわからないものは、⼀定期間掲⽰ 

 した後に処分する場合があります。また、お⼦さまの⾐類の紛失については、責任を負い 
 かねますので予めご了承ください。 

 １６個⼈情報の取り扱いについて 
 『社会福祉法⼈ちとせ交友会 個⼈情報保護規定』に則り園児の個⼈情報を管理しま 

 す。卒園後の⼩学校への保育要録や他の教育機関との連携が必要な場合、急病で通院する 
 場合などには、個⼈情報を使⽤することがあります。 

 なお、下駄箱やロッカー、作品などに名前や写真を掲⽰することがあります。予めご了 
 承ください。また、園での⾏事については、保護者の⽅に写真・ビデオ撮影を認めている 
 ものもありますが、個⼈情報保護の趣旨に沿い、記録した写真・ビデオの取り扱いは慎重 
 にお願いします。 

 保護者の⽅への販売を⽬的として、⾏事や保育園⽣活などの写真・ビデオ撮影を業者に 
 委託することがあります。特別な事情により撮影を希望されない場合はお申し出下さい。 
 また、保育⼠が園⽣活を撮った写真をＷｅｂ経由でご希望の保護者に無償で提供するサー 
 ビスも検討しています。詳細は別途ご案内します。 

 ⾏事や⽇常保育の写真等を卒園アルバム・SNS・ホームページ等で使⽤することがあり 
 ますが、不都合のある場合は必ずお申し出下さいますようお願いします。 



 １７ソーシャルネットワークサービス等（以下SNS等という）による情報発信について 
 SNS等を利⽤して情報を発信する場合は、以下の点に⼗分配慮してください。 
 1  SNS等はご⾃⾝の責任において利⽤する。 
 2  基本的に、ご⾃⾝の家族以外の⽅が特定できる写真・映像等はSNS等に載せない。 

 または、個⼈が特定できないよう画像を加⼯する等の⼗分な配慮をした上で利⽤す 
 る。 

 3  以下のような発信は⾏わない。 
 ・誹謗中傷にあたる内容・不快感を⽣じさせる内容 
 ・事実と異なる、または事実に基づかない内容・その他負の影響を⽣じさせうる内 

        容 

 １８苦情相談 
 当園ではご意⾒箱を園内に設置します。お気づきの事がございましたら、⼝頭もしく 

 はご意⾒箱を利⽤ください。苦情につきましてもご意⾒箱をご利⽤ください。苦情の内 
 容と園の対応については、掲⽰板へ掲載いたします。また、必要に応じて第三者委員も 
 話し合いに⽴ちあいます。第三者委員は別途ご案内いたします。 

 １９災害等への備えと⾮常時の対応 
 （1）  必要な防災設備を設置するとともに、避難・消⽕訓練を毎⽉１回実施します。 
 （2）  万が⼀の⾮常時には、別に定める危機管理マニュアル、消防計画に則って対応い  

     たします。 
 （3）  緊急連絡に関しては、個⼈カードに記載されている緊急連絡先の優先順位順に連 

 絡を取り、対応を決めさせて頂きます。保育園からの連絡が取れるようにお願いし 
 ます。どうしても連絡がつかない場合には、園の判断によって最善と考えられる対 
 応を⾏いますので、ご理解をお願いします。 

 20.  虐待防⽌について 
       児童福祉法の精神に基づいて、万が⼀にも職員が児童に対して⾝体的苦痛を与えたり 

 ⼈格を辱める等の⾏為を⾏う事のないよう周知します。 
 このため、法⼈にて虐待防⽌マニュアルを制定しており、施設⻑を責任者として予防策 

 を講じるとともに、児童福祉施設最低基準第９条の２及び同第９条の３の規定を厳守し、 
 厚⽣労働省によって明⽰されている以下の虐待⾏為に及ぶ事がないよう徹底します。 

 ア．⾝体的虐待  イ．性的虐待  ウ．ネグレクト  エ．⼼理的虐待 

 21.  その他の留意事項 
      ご利⽤者の思想、信仰は⾃由ですが、他のご利⽤者への宗教活動、政治活動及び営利 

 活動はご遠慮ください。 

 22.  ⽇本スポーツ振興センターの保険について 
   当法⼈の園では独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加⼊ 

  いたします。任意の加⼊ですが、出来るだけご協⼒いただきたくお願いします。 


